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関西医科大学シミュレーションセンター管理運営規程に基づく利用細則 

（目的） 

第１条 この細則は、関西医科大学シミュレーションセンター管理運営規程に基づき、シ 

ミュレーションセンター（ＫＡＮＳＡＩ ＭＥＤＩＣＡＬ ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ ＳＩ

ＭＵＬＡＴＩＯＮ ＣＥＮＴＥＲ、以下「ＫＭＵＳＣ」という。）及びその保有機器の利

用に関する事項を定め、施設の円滑な管理運営を図ることを目的とする。 

 

（利用対象者） 

第２条 ＫＭＵＳＣ機器等を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。 

(１) 関西医科大学（以下、「本学」という。）に在籍する学生、大学院生及び研究員 

(２) 本学及び同附属の病院に所属する教職員、臨床研修医、研修歯科医 

(３) 地域医療機関の医療従事者（ただし、ＫＭＵＳＣの管理者（以下「管理者」とい

う。）の承知を得たものに限る。） 

(４) 前各号に掲げる者のほか、管理者が適当と認めた者 

 

（施設利用及び機器貸出申込） 

第３条 ＫＭＵＳＣ機器等を利用しようとする者は、ＫＭＵＳＣ予約サイトからアカウン

ト登録の上、予約完了するものとする。 

２ 原則として、本学関連施設外への機器貸出は行わない。 

 

（利用時間） 

第４条 利用時間は、原則 24 時間 365 日利用可能とする。ただし、本学の指定する利用

不可日は除く。 

２ 平日の９時から 17 時まで、並びに第１、第３及び第５土曜日の９時から 13 時までを

「時間内」とし、それ以外の時間帯を「時間外」として区分する。 

３ 時間外に利用する場合、利用者は本学防災センターで入室手続きを行わなければなら

ない。 

 

（利用上の注意） 

第５条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、管理者の指示に従わなけ

ればならない。 

(１) 許可された目的以外で使用しないこと。 
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(２) 機器、備品、カードキー等を転貸しないこと。 

(３) 利用責任者はシミュレータ機器の操作に熟知したものであること。 

(４) 利用期間及び利用時間を遵守すること。 

(５) 利用マニュアルを遵守すること。 

 

（機器等の破損、故障及び紛失の場合） 

第６条 利用者は、機器の破損、故障及び紛失が生じた場合は、速やかにＫＭＵＳＣに報

告しなければならない。 

２ 利用者の不注意により機器、備品、鍵等を破損した場合は、その実費を原則として当

該の利用者が弁済するものとする。 

 

（利用許可の取り消し等） 

第７条 管理者は、利用者がこの規約に違反した時、あるいは、ＫＭＵＳＣ運営に支障が

あると認められる場合、利用許可の取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。 

 

（その他） 

第８条 この細則に記載のない事項については、別に協議するものとする。 

 

（改廃） 

第９条 この規約の改廃は、関西医科大学シミュレーションセンター管理運営委員会の議

を経て、学長が決定する。 

 

  附 則 

この細則は、令和７年 4 月１日から施行する。 


